
新市まちづくり計画の変更

平成２６年度津市一般廃棄物処理実施計画の変更

津市条例

公示送達

津市公印規則の一部を改正する規則

津市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

津市情報公開・個人情報保護審査会に関する規則

津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

津市行政組織条例の一部を改正する条例

津市会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

津市会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

津市規則

目　　　次

　　　　　津　市　公　報
平成２７年１月５日

第 　２１７　　号

津市営浄化槽条例

津市立幼稚園の利用者負担額に関する条例

津市保育所の設置及び管理に関する条例

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例

津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事業に係る事業計画の変更

津市事務専決規程の一部を改正する訓令

津市公告

市道路線の区域変更

放置自転車等の撤去及び保管

津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

市道路線の供用開始

津市訓令

津市農業共済条例の一部を改正する条例

津市告示

国民健康保険被保険者証の無効

津市事務分掌規則の一部を改正する規則

津市農業振興地域整備計画の変更案等の縦覧

開発行為に係る工事の完了

開発行為に係る工事の完了

犬の抑留

三重短期大学生活科学科専任教員の募集



※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

津市指定文化財の指定

津市教育委員会の開催

津市教育委員会告示



- 1 - 

議案第１０３号               平成  年  月  日議決 

 津市営浄化槽条例の制定について

 津市営浄化槽条例をここに公布する。 

平成２６年１２月１９日 

                    津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３７号

   津市営浄化槽条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 市営浄化槽の設置等（第３条―第９条） 

第３章 排水設備の設置等（第１０条―第１３条） 

第４章 分担金（第１４条・第１５条） 

第５章 市営浄化槽の使用等（第１６条―第１９条） 

第６章 保管義務者の責務等（第２０条―第２２条） 

第７章 既設浄化槽の帰属（第２３条） 

第８章 雑則（第２４条―第２９条） 

第９章 罰則（第３０条―第３２条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、汚水を市営浄化槽で処理することにより、生活環境の保

全、公衆衛生の向上及び公共用水域等の水質の保全を図るため、市営浄化槽

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第 

２条第１号に規定する浄化槽（法第３条の２第２項又は浄化槽法の一部を

改正する法律（平成１２年法律第１０６号）附則第２条の規定により浄化

槽とみなされるものを除く。）をいう。 
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 市営浄化槽 この条例の規定により本市が設置し、及び管理する浄化槽 

をいう。 

 住宅等 住宅、集会所、店舗、事業所、学校、病院等の建築物をいう。 

 汚水 し尿及び雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。）

をいう。 

 排水設備 住宅等からの汚水を市営浄化槽に流入させ、又は市営浄化槽

で処理した汚水を敷地境界まで放流するために必要な排水管渠
きょ

その他の排

水施設（排水管に固着する油脂遮断装置、洗面器並びに水洗便所のタンク

及び便器を含む。）をいう。 

 くみ取便槽 し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の

便槽（泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取りをする方

式の便槽を含む。）をいう。 

 転換 住宅等のし尿のみを処理する設備又は施設及びくみ取便槽を市営

浄化槽に入れ替えることをいう。 

 住宅所有者等 市営浄化槽が設置される住宅等の所有者又は当該住宅等

を建築している、若しくは建築しようとする建築主をいう。 

 使用者 汚水を市営浄化槽に排除して、これを使用する者をいう。 

第２章 市営浄化槽の設置等 

（整備区域） 

第３条 市営浄化槽の整備の対象となる区域（以下「整備区域」という。）は、 

本市の区域から下水道計画区域及び農業集落排水処理施設等の集合処理区域

を除いた区域とする。 

（整備対象） 

第４条 市営浄化槽の整備の対象は、浄化槽で受入可能な汚水を排出する住宅 

等に係る１００人槽以下の浄化槽の新設又は転換（以下「市営浄化槽の設置」 

という。）とする。 

（設置の申請） 

第５条 整備区域内における住宅所有者等で市営浄化槽の設置を希望するもの 

（以下「申請者」という。）は、規則で定めるところにより、市長にその設

置を申請することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市営浄化槽の設置に係る土地を本市が無償で使 

用することについて、当該土地の所有者（以下「土地所有者」という。）か

ら承諾を得られない場合は、同項の規定による申請をすることができない。 
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３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

市営浄化槽の設置の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。 

（工事計画） 

第６条 市長は、前条第３項の規定により市営浄化槽の設置を決定したときは、

次に掲げる事項を定めた工事計画（以下「工事計画」という。）を提示し、

申請者の承認を求めるものとする。 

 工事の内容

 工事の時期 

 その他工事の遂行に必要な事項 

２ 申請者は、市長に対し、工事計画の内容について変更を求めることができ

る。 

３ 市長は、工事計画の内容を変更する必要があると認めるときは、当該工事

計画の内容を変更し、申請者の承認を求めるものとする。 

４ 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認

書を提出するものとする。 

５ 工事計画を承認した申請者（以下「受益者」という。）、使用者及び土地

所有者は、当該工事計画に基づく市営浄化槽の設置について必要な協力をし

なければならない。 

（立入り及び無償使用） 

第７条 土地所有者は、市営浄化槽の設置に必要な限度において、本市の職員

又は本市の委託を受けた者を当該設置に係る土地に立ち入らせるとともに、

市営浄化槽の設置をしている間、当該土地を無償で本市の使用に供するもの

とする。 

（標準的な工事以外の工事に要する費用） 

第８条 市営浄化槽の設置をする場合において、規則で定める標準的な工事以

外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、受益者の負担とす

る。 

  （設置完了の通知） 

第９条 市長は、市営浄化槽の設置を完了したときは、受益者に対し、その旨 

を通知しなければならない。 

第３章 排水設備の設置等 

（排水設備の設置及び当該設置に要する費用） 

第１０条 受益者は、市営浄化槽の設置に係る工事の期間中に、又は市営浄化
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槽の設置に係る工事の完了後、速やかに排水設備を設置しなければならない。 

２ 排水設備の設置に要する費用は、受益者の負担とする。 

（排水設備計画） 

第１１条 受益者は、排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。） 

を行おうとするときは、事前に当該排水設備の新設等に係る計画が排水設備

の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規

則で定める申請書に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

（排水設備の工事の検査） 

第１２条 排水設備の新設等を行った受益者は、その工事が完了した日から７

日以内にその旨を市長に届け出て、施工業者立会いの下、その工事が排水設

備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、

検査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び 

構造に関する法令の規定に適合するものであると認めるときは、排水設備の 

新設等を行った受益者に対し、規則で定める検査済票（新設の場合に限る。）

及び検査済証を交付するものとする。 

（融資あっせん） 

第１３条 市長は、転換に伴い受益者が行う排水設備工事等に必要な資金につ

いて、本市が指定する金融機関に融資あっせんを行うことができる。 

２ 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号。以下「下水道条例」  

という。）第２５条第２項から第４項までの規定は、前項の規定による融資

あっせんについて準用する。 

  第４章 分担金 

（分担金の賦課及び徴収） 

第１４条 市長は、市営浄化槽の設置に要する費用の一部に充てるため、受益

者ごとに別表に掲げる分担金を賦課するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担 

 金の額、納期限その他分担金の納付に関し必要な事項を受益者に通知しなけ 

ればならない。 

３ 市長は、分担金を一括して徴収するものとする。 

（分担金の徴収猶予等） 

第１５条 市長は、特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴 
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収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。 

第５章 市営浄化槽の使用等 

（使用開始等の届出） 

第１６条 市営浄化槽の使用開始等の届出については、下水道条例第２６条の

規定を準用する。この場合において、同条第１項中「公共下水道」とあるの

は、「市営浄化槽」と読み替えるものとする。 

 （使用料の徴収等） 

第１７条 市長は、市営浄化槽の使用について、使用者から市営浄化槽使用料

（以下「使用料」という。）を徴収する。 

２ 使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替等の方法によって毎月徴

収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを２箇月ごと又は

随時に徴収することができる。 

３ 下水道条例第３１条から第３３条までの規定は、使用料の算定等について

準用する。この場合において、下水道条例第３２条第３号及び第３３条中

「公共下水道」とあるのは、「市営浄化槽」と読み替えるものとする。 

 （使用料の減免） 

第１８条 市長は、特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減

額し、又は免除することができる。 

（電気料金及び水道料金の負担） 

第１９条 使用者は、市営浄化槽の使用、保守点検、清掃等に伴う電気料金及

び水道料金を負担しなければならない。 

第６章 保管義務者の責務等 

（保管義務者の責務） 

第２０条 使用者、受益者及び土地所有者は、市営浄化槽を適正に保管しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により市営浄化槽を適正に保管しなければならない者（以下 

「保管義務者」という。）は、本市が行う市営浄化槽の保守点検、清掃等の

作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。 

３ 保管義務者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他市営浄化槽の

機能を妨げ、又は市営浄化槽を損傷するおそれがあるものを市営浄化槽に投

入してはならない。 

（修繕費用等の負担） 

第２１条 本市は、保管義務者の責めによらない理由により市営浄化槽の修繕 
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及びその消耗部品の交換に要する費用が生じた場合において、その費用を負

担するものとする。 

（排水設備の管理費用の負担） 

第２２条 保管義務者は、排水設備の修繕、交換その他管理に要する一切の費

用を負担しなければならない。 

   第７章 既設浄化槽の帰属 

第２３条 整備区域内において、住宅等に設置されている浄化槽（浄化槽本体

及び市長が必要と認める附帯設備を含む。以下「既設浄化槽」という。）を

所有する者で当該既設浄化槽を本市に帰属させることを希望するものは、規

則で定めるところにより、市長にその帰属の申請をすることができる。   

２ 第５条第２項の規定は、前項の申請について準用する。 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、既設浄化槽の帰属の可否を決定し、

その結果を当該申請をした者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による決定に基づき本市に帰属した既設浄化槽は、市営浄化槽

とみなし、この条例の規定（第４章の規定を除く。）を適用するものとする。 

第８章 雑則 

（市営浄化槽の変更等） 

第２４条 受益者は、自己の都合により市営浄化槽を変更し、移設し、又は撤

去しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その承

認を得なければならない。

２ 前項の規定による承認を受けた受益者は、市長の指示に従い、当該市営浄

化槽を変更し、移設し、又は撤去しなければならない。 

３ 市営浄化槽の変更、移設又は撤去に要する費用は、第１項の規定による承

認を受けた受益者の負担とする。 

（受益者の地位の承継） 

第２５条 受益者に変更があったときは、新たに受益者になった者が従前の受

益者の地位を承継するものとする。 

２ 前項の規定により受益者の地位を承継した者は、規則で定めるところによ

り、その旨を市長に届け出なければならない。 

（資料の提出） 

第２６条 市長は、保管義務者に対し、市営浄化槽の設置、管理等を行うため

に必要な資料の提出を求めることができる。 

（報告及び立入検査） 
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第２７条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、保管義務者に対し、

必要な事項の報告を求め、又は職員に市営浄化槽の設置がされている住宅等

若しくはその敷地に立ち入り、市営浄化槽及び排水設備の検査をさせること

ができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

保管義務者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による職員の立入検査は、犯罪捜査のために認められたもの 

と解釈してはならない。 

（損害賠償の義務） 

第２８条 市営浄化槽を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能を損なわせた 

者は、速やかに現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

第９章 罰則 

 （過料） 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

 第１１条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等を行った者 

 第１１条の申請書、第１２条第１項若しくは第１６条において準用する

下水道条例第２６条第１項の規定による届出書又は第２６条の規定による

資料に不実の記載をして提出した者 

 第１２条第１項又は第１６条において準用する下水道条例第２６条第１

項の規定による届出を怠った者 

 第２４条第１項の規定による承認を受けないで市営浄化槽を変更し、移

設し、又は撤去した者 

 第２６条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠 

った者 

第３１条 詐欺その他不正の行為により分担金又は使用料の徴収を免れた者は、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５

万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

第３２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者 

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。 
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附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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別表（第１４条関係） 

人槽区分 分担金の額 

５人槽 １０２，０００円

６人槽及び７人槽 １１３，０００円

８人槽から１０人槽まで １３８，０００円

１１人槽から１５人槽まで ２１３，０００円

１６人槽から２０人槽まで ３２８，０００円

２１人槽から２５人槽まで ４１４，０００円

２６人槽から３０人槽まで ４８１，０００円

３１人槽から４０人槽まで ５５９，０００円

４１人槽から５０人槽まで ６４４，０００円

５１人槽から１００人槽まで 市長が別に定める額
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議案第１０４号               平成  年  月  日議決

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部の

改正について

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

平成２６年１２月１９日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３８号

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条

例第２１９号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

   津市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条

   例

第１条を次のように改める。

（設置）

第１条 生活用水その他の浄水及び工業用水を市民その他の需要者に供給する

ため水道事業及び工業用水道事業を、下水を排除し、処理することにより市

民の環境衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質の保全に資するため公

共下水道事業を設置する。

 第５条第２項第３号中「水道事業等」を「上下水道事業等」に改め、同条を

第８条とする。

第４条中「水道事業等」を「上下水道事業等」に改め、同条を第７条とする。

第３条第１項中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」

という。）」を「法」に、「水道事業等」を「上下水道事業等」に改め、同条

第２項中「水道局」の次に「及び下水道局並びに上下水道事業管理室」を加え、

同条第３項を削り、同条第４項を同条第３項とし、同条を第４条とし、同条の

次に次の２条を加える。

（利益の処分等）
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第５条 管理者は、毎事業年度生じた利益のうち法第３２条第１項の規定によ

り前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額（以下「欠損金補てん

残額」という。）のうち、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３

号）第２６条第２項及び地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７

３号）第２１条第２項の規定により償却した繰延収益の額（当該事業年度に

おいて欠損金補てん残額が当該償却した繰延収益の額に満たない場合は、欠

損金補てん残額）に相当する額（以下「繰延収益相当額」という。）を自己

資本金に組み入れるものとする。

２ 管理者は、事業年度末日において企業債を有する場合において、前項の規

定により繰延収益相当額を自己資本金に組み入れ、なお利益に残額があると

きは、その残額（以下「自己資本金組入残額」という。）の２０分の１を下

らない金額（企業債の額から既に積み立てた減債積立金（企業債の償還に充

てる目的のため積み立てるものをいう。以下同じ。）の積立額を控除した額

が自己資本金組入残額の２０分の１に満たない場合にあっては、その額）を

企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

３ 管理者は、事業年度末日において企業債を有しない場合及び前項の規定に

より企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は、自己資本金組

入残額の２０分の１を下らない金額（当該事業年度において減債積立金の積

立額が企業債の額に達した場合にあっては、自己資本金組入残額の２０分の

１から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た

額を下らない額）を建設改良積立金（地方公営企業の建設又は改良を行うた

めの積立金をいう。以下同じ。）又は利益積立金（欠損金を埋めるための積

立金をいう。）として積み立てることができる。

４ 管理者は、減債積立金を使用して企業債（建設改良費の財源として借り入

れたものに限る。）を償還した場合又は建設改良積立金を使用して建設若し

くは改良を行った場合においては、その使用した減債積立金又は建設改良積

立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

（資本剰余金の処分）

第６条 管理者は、前事業年度から繰り越した利益及び利益積立金をもって欠

損金を埋め、なお欠損金に残高があるときは、資本剰余金をもって埋めるこ

とができる。

第２条第１項中「水道事業等」を「水道事業、工業用水道事業及び公共下水

道事業（以下「上下水道事業等」という。）」に改め、同条に次の１項を加え、
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同条を第３条とする。

４ 公共下水道事業の排水区域等は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

４条第１項の規定により定める事業計画のとおりとする。 

第１条の次に次の１条を加える。

（法の適用）

第２条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）

第２条第３項の規定により、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。

別表中「第２条関係」を「第３条関係」に改める。

附 則

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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議案第１０５号               平成  年  月  日議決 

   津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に 

ついて

津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３９号

   津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（津市情報公開条例の一部改正） 

第１条 津市情報公開条例（平成１８年津市条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。

（津市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 津市個人情報保護条例（平成１８年津市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第３号中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（津市水道事業基金条例の一部改正） 

第３条 津市水道事業基金条例（平成１８年津市条例第６９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第 1 項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（津市水道水源保護基金条例の一部改正） 

第４条 津市水道水源保護基金条例（平成１８年津市条例第７０号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第 1 項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（津市特別会計条例の一部改正） 

第５条 津市特別会計条例（平成１８年津市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 
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 第１条中第８号を削り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とする。 

（津市公共下水道条例の一部改正） 

第６条 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）の一部を次の

ように改正する。 

本則（第３条を除く。）中「市長」を「管理者」に改める。 

第３条ただし書中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）」に改める。 

第１２条第５項中「規則で」を「管理者が別に」に改める。 

第１３条第１項中「規則」を「管理者が別に定める規程」に改める。 

第１９条第２項、第２２条第２項及び第２３条中「規則で」を「管理者が

別に」に改める。 

第２５条第１項中「市が」を「管理者が」に改める。 

第２６条第３項及び第２８条第２項中「水道事業管理者に提出」を削る。 

第２９条第１項中「選定し、」の次に「管理者に」を加え、同条第２項中

「水道事業管理者に提出」を削る。 

第４４条中「規則で」を「管理者が別に」に改める。 

（津市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第７条 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例第

２０２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）」 

に改める。 

第３条及び第５条から第１２条までの規定中「市長」を「管理者」に改め

る。 

第１３条中「規則で」を「管理者が別に」に改める。 

（津市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第８条 津市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年

津市条例第２２１号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

    津市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条中「津市水道局企業職員」を「津市上下水道企業職員」に改める。 

第３条第２項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（津市水道事業給水条例の一部改正） 

第９条 津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）の一部を次
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のように改正する。 

 第２条中「津市水道事業の設置等に関する条例」を「津市水道事業、工業

用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例」に、「第２条第２項」

を「第３条第２項」に改める。 

第３条第２号中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（津市工業用水道事業給水条例の一部改正） 

第１０条 津市工業用水道事業給水条例（平成１８年津市条例第３１２号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例」

を「津市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条

例」に、「第３条第１項」を「第４条第１項」に改める。 

（津市水道水源保護条例の一部改正） 

第１１条 津市水道水源保護条例（平成１９年津市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２号中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 

（津市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例の一部改正） 

第１２条 津市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例（平成２

１年津市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）」

に改める。 

第６条から第１２条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。 

第１３条中「規則で」を「管理者が別に」に改める。 

 （津市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正） 

第１３条 津市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例（平成２４年

津市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３号中「規則で」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）が別に」に改め、同条第５号中「規則で」を「管理者が別に」に改め

る。 

  第４条第１号、第５条第２号、第７条第６号及び第８条中「規則で」を

「管理者が別に」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、 
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手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定の

あるものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 



議案第１０６号               平成  年  月  日議決 

   津市行政組織条例の一部の改正について

 津市行政組織条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４０号

   津市行政組織条例の一部を改正する条例 

 津市行政組織条例（平成１８年津市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条の表中「下水道部」を削る。 

 第２条第１３号を削る。 

   附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



- 1 - 

議案第１０７号               平成  年  月  日議決 

   津市会館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について

 津市会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成２６年１２月１９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４１号

   津市会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 津市会館の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第８４号）の一

部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 
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別表（第６条関係） 

               会館の使用料 

                               単位 円 

時間区分午前９時から

午後０時30分

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時から

午後９時30分

まで 

午前９時から

午後９時30分

まで 
使用区分 

大会議室 1,200 1,200 1,500 3,100

小会議室・和室 800 800 1,100 2,100

実習室 1,500 1,500 2,000 4,000

研修室１・研修室２ 1,200 1,200 1,500 3,100

研修室３ 800 800 1,100 2,100

〔備考〕 

１ 冷暖房時の使用料については、当該使用料の10分の３の額を加算す

る。 

２ 実習室については、津市新町会館及び津市南が丘会館に限り適用す

る。 

３ 研修室１、研修室２及び研修室３については、津市南が丘会館に限り

適用する。 
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   附 則 

１ この条例は、平成２７年３月１日から施行する。ただし、次項の規定は、 

同年１月１日から施行する。 

２ 研修室１、研修室２及び研修室３の使用に係る手続については、この条例

の施行の日前においても行うことができる。 
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議案第１０８号               平成  年  月  日議決 

津市保育所の設置及び管理に関する条例の全部の改正について 

 津市保育所の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４２号

津市保育所の設置及び管理に関する条例 

津市保育所の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１１８号）

の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）の規

定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、本市に保育所を設置す

る。 

（名称、位置及び定員） 

第２条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。 

（利用者負担額） 

第３条 市長は、本市の設置する保育所において保育を受けた児童の支給認定

保護者（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項

に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。）（本市の支給認定を受けた

者に限る。）から、同法第２７条第３項第２号、第２８条第２項第１号及び

第２号、第２９条第３項第２号並びに第３０条第２項各号の政令で定める額

を限度として、規則で定める額を徴収する。 

２ 市長は、本市の設置する保育所において保育を受けた児童の支給認定保護

者（本市以外の市町村（特別区を含む。）の支給認定を受けた者に限る。）

から、当該支給認定を行った市町村の定める額を徴収する。 

３ 市長は、本市の設置する保育所において法第２４条第５項又は第６項第１

号の措置により保育を受けた児童又はその扶養義務者から、保育の実施に要

する費用（法第５１条第４号に規定する費用をいう。）を限度として、規則

で定める額を徴収する。 
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（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

 名称 位置 定員 

津市栗真保育園 津市栗真小川町２７４番地 ９０人

津市立誠保育園 津市島崎町１３７番地１３０ ９０人

津市観音寺保育園 津市観音寺町６０４番地７４ ８５人

津市高洲保育園 津市高洲町１２番３１号 ４５人

津市相愛保育園 津市相生町７７番地 ４５人

津市中央保育園 津市中央８番８号 １５０人

津市新町保育園 津市桜田町７番１号 ９０人

津市乙部保育園 津市寿町１２番５号 ５０人

津市橋南保育園 津市船頭町津興１６９１番地 ９０人

津市高茶屋保育園 津市高茶屋三丁目２５番１号 １８０人

津市雲出保育園 津市雲出伊倉津町１４７３番地３ ９０人

津市ひとみね保育園 津市久居一色町９３４番地 １３０人

津市北部保育園 津市久居北口町８５９番地３ ７０人

津市北口保育園 津市久居北口町５５４番地 １５０人

津市野村保育園 津市久居野村町５６８番地４ １２０人

津市こべき保育園 津市久居元町２３１４番地１７ １３５人

津市千里ヶ丘保育園 津市河芸町千里ヶ丘１５番地１ ８０人

津市上野保育園 津市河芸町上野３１３０番地 ６５人

津市芸濃保育園 津市芸濃町椋本５１３２番地 １３０人

津市安濃保育園 津市安濃町曽根７１０番地２ １７０人

津市香良洲保育園 津市香良洲町５７２２番地 ９５人

津市高野保育園 津市一志町高野１４５１番地 １４０人

津市川合保育園 津市一志町八太１０１７番地１ １５０人

津市波瀬保育園 津市一志町波瀬２２６２番地１ ４５人

津市白山保育園 津市白山町南出４９３番地 １７０人

津市八知保育園 津市美杉町八知５５１６番地１ ４５人

津市太郎生保育園 津市美杉町太郎生２１０８番地１ ４５人



議案第１０９号               平成  年  月  日議決 

   津市国民健康保険条例の一部の改正について

 津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４３号

   津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１項中「３９万円」を「４０万４，０００円」に改める。 

第１６条の１０中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

第２１条中「１２万円」を「１４万円」に改める。 

第２５条第２項中「１４万円」を「１６万円」に改め、同条第３項中「１２

万円」を「１４万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項の

改正規定及び次項の規定は、同年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条第１項の規定は、前項ただし書に規定する日以後の出産に

ついて適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 

３ この条例（第４条第１項の改正規定を除く。）による改正後の津市国民健

康保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険料について適用し、

平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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議案第１１０号               平成  年  月  日議決 

津市立幼稚園保育料徴収条例の全部の改正について

津市立幼稚園の利用者負担額に関する条例をここに公布する。 

平成２６年１２月１９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４４号

   津市立幼稚園の利用者負担額に関する条例 

津市立幼稚園保育料徴収条例（平成１８年津市条例第２３４号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、津市立幼稚園の利用者負担額に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（利用者負担額） 

第２条 市長は、本市の設置する幼稚園において教育を受けた幼児の支給認定

保護者（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第２０条第４項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。）（本

市の支給認定を受けた者に限る。）から、法第２７条第３項第２号並びに第

２８条第２項第１号及び第３号の政令で定める額を限度として、規則で定め

る額を徴収する。 

２ 市長は、本市の設置する幼稚園において教育を受けた幼児の支給認定保護

者（本市以外の市町村（特別区を含む。）の支給認定を受けた者に限る。）

から、当該支給認定を行った市町村の定める額を徴収する。 

３ 前２項の規定による徴収は、毎月１５日までとする。 

第３条 津市立幼稚園に学籍がある幼児で、預かり保育（教育課程に係る教育

時間以外に津市教育委員会が定めるところにより行う教育活動をいう。）を

受けたものの保護者からは、前条第１項及び第２項に規定する額のほか、市

長が別に定める額を徴収する。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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 この条例は、法の施行の日から施行する。 



議案第１１１号               平成  年  月  日議決 

津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について

津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  平成２６年１２月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４５号

津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

津市公民館の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２４２号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表中 

津市元取公民館 

研修室 2,000 2,000 2,500

会議室 1,000 1,000 1,250

和室 1,000 1,000 1,250

実習室 1,000 1,000 1,250

津市元取公民館 

多目的ホール 3,000 3,000 3,500

研修室 2,000 2,000 2,500

会議室 1,000 1,000 1,250

和室 1,000 1,000 1,250

実習室 1,000 1,000 1,250

改める。 

附 則 

この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

「

」

「

」

を

に
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議案第１１９号               平成  年  月  日議決 

   津市農業共済条例の一部の改正について

 津市農業共済条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２６年１２月１９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第４６号

   津市農業共済条例の一部を改正する条例 

津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２麦１類の項及び麦２類、麦３類、麦４類及び麦５類の項を次のよう

に改める。 

麦１

類 

法第

106条

第１項

第１号

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

100分

の30 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

7.940 3.771500

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

6.690 3.177750

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

5.943 2.822925

  ４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

5.129 2.436275

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

3.970 1.885750

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

5.952 2.827200

  100分 １要領により算出した平成10年産か 5.810 2.812040
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の40  ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

  ２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

4.895 2.369180

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

4.348 2.104432

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

3.753 1.816452

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

2.905 1.406020

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

4.355 2.107820

  100分

の50 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

4.053 2.022447

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

3.415 1.704085

   ３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

3.033 1.513467

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

2.618 1.306382

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

2.026 1.010974
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平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

3.038 1.515962

 法第

106条

第１項

第２号

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

100分

の20 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

8.192 3.883008

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

6.902 3.271548

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

6.132 2.906568

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

5.292 2.508408

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

4.096 1.941504

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

6.141 2.910834

  100分

の30 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

5.473 2.665351

   ２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

4.612 2.246044

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

4.097 1.995239

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

3.536 1.722032

５要領により算出した平成10年産か 2.737 1.332919
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ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

4.103 1.998161

  100分

の40 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

3.388 1.694000

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

2.855 1.427500

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

2.536 1.268000

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

2.189 1.094500

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

1.694 0.847000

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

2.540 1.270000

 法第

106条

第１項

第３号

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

100分

の10 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

10.773 5.052537

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

9.077 4.257113

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

8.064 3.782016

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

6.959 3.263771
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平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

5.387 2.526503

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

8.076 3.787644

  100分

の20 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

7.816 3.720416

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

6.585 3.134460

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

5.850 2.784600

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

5.049 2.403324

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

3.908 1.860208

       平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

5.859 2.788884

  100分

の30 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

5.156 2.521284

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

4.344 2.124216

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

3.859 1.887051
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物共済加入者 

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

3.331 1.628859

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

2.578 1.260642

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

3.865 1.889985

 法第

150条

の３の

３第１

項に規

定する

金額を

共済金

額とす

る農作

物共済

100分

の90 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

8.267 3.918558

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

6.965 3.301410

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

6.188 2.933112

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

5.340 2.531160

  ５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

4.133 1.959042

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

6.197 2.937378

  100分

の80 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

5.915 2.862860

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

4.984 2.412256
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３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

4.427 2.142668

４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

3.821 1.849364

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

2.957 1.431188

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

4.434 2.146056

  100分

の70 

１要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が11.4％以上の農作物共済加

入者 

4.385 2.174960

２要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が7.9％以上11.4％未満の農

作物共済加入者 

3.695 1.832720

３要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が6.0％以上7.9％未満の農作

物共済加入者 

3.282 1.627872

   ４要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％以上6.0％未満の農

作物共済加入者 

2.832 1.404672

５要領により算出した平成10年産か

ら平成23年産までの麦の被害率の

平均が0.001％未満の農作物共済

加入者 

2.192 1.087232

 平成24年産の麦以後新たに共済関

係の存することとなる者 

3.287 1.630352

麦２

類、

麦３

類、

法第

106条

第１項

第１号

100分

の30 

5.952 2.827200

100分

の40 

4.355 2.107820
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麦４

類及

び麦

５類

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

100分

の50 

3.038 1.515962

法第

106条

第１項

第２号

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

100分

の20 

6.141 2.910834

100分

の30 

4.103 1.998161

100分

の40 

2.540 1.270000

 法第

106条

第１項

第３号

に規定

する金

額を共

済金額

とする

農作物

共済 

100分

の10 

8.076 3.787644

100分

の20 

5.859 2.788884

100分

の30 

3.865 1.889985

 法第

150条

の３の

３第１

項に規

定する

金額を

共済金

額とす

る農作

物共済

100分

の90 

  6.197 2.937378

100分

の80 

  4.434 2.146056

100分

の70 

  3.287 1.630352
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  附 則 

１ この条例は、三重県知事の認可のあった日から施行する。 

２ 改正後の津市農業共済条例の規定は、平成２７年産の麦から適用し、平成 

 ２６年産の麦については、なお従前の例による。 



津市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。 

 平成２６年１２月１９日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４７号 

津市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、津市斎場の設置及び管理に関する条例（平成２６年津市

条例第２５号。以下「条例」という。）第２４条の規定に基づき、条例の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第９条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、い

つくしみの杜指定管理者指定申請書（第１号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 条例第９条第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる書類とする。 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 

 （休場日） 

第３条 斎場の休場日は、１月１日とする。ただし、指定管理者が必要がある

と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時

に休場日を定めることができる。 

 （使用時間） 

第４条 斎場を使用することができる時間は、午前９時から午後６時まで（葬

儀式場にあっては、午後４時から翌日の午後３時まで）とする。ただし、指

定管理者が斎場の管理上特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の

承認を得て、これを変更することができる。 

 （使用許可の申請） 

第５条 条例第１４条第１項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を指定管理

者に提出しなければならない。 



 火葬炉、霊安室、待合室、葬儀式場及び霊柩自動車を使用する場合 い

つくしみの杜使用許可申請書（第２号様式その１） 

 動物炉を使用する場合 いつくしみの杜使用許可申請書（第２号様式そ

の２） 

２ 前項第１号に掲げる場合（産汚物（人体の一部を含む。）を火葬する場合

を除く。）にあっては、同項の規定による申請の際に、墓地、埋葬等に関す

る法律（昭和２３年法律第４８号）第８条に規定する火葬許可証を添付しな

ければならない。 

 （使用許可） 

第６条 指定管理者は、前条第１項の規定による申請により使用を許可したと

きは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付す

るものとする。 

 火葬炉、霊安室、待合室、葬儀式場及び霊柩自動車の使用を許可した場

合 いつくしみの杜使用許可書（第３号様式その１） 

 動物炉の使用を許可した場合 いつくしみの杜使用許可書（第３号様式

その２） 

 （使用許可の取消し） 

第７条 斎場の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、斎場の使

用許可の取消しを受けようとするときは、いつくしみの杜使用許可取消届

（第４号様式）に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。 

 （使用料の減免申請） 

第８条 条例第１６条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、いつ

くしみの杜使用料減免申請書（第５号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （使用料の還付申請） 

第９条 条例第１７条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者

は、いつくしみの杜使用料還付申請書（第６号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （届出） 

第１０条 使用者その他斎場を使用する者は、施設、設備器具等を損傷し、又

は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

 （委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

２ 津市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第１ 

１９号）は、廃止する。 



第１号様式（第２条関係） 

いつくしみの杜指定管理者指定申請書 

年  月  日  

  （宛先）津市長 

（〒    ）        

所在地              

 名 称              

代表者氏名         印  

電 話              

  いつくしみの杜に係る指定管理者として指定を受けたいので、関係書類を添えて申請 

します。 

添付書類 

 いつくしみの杜の管理に係る事業計画書 

 いつくしみの杜の管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 登記事項証明書（法人に限る。） 

 国税及び地方税の納税証明書 

 その他市長が必要と認める書類 

申請者 



第２号様式その１（第５条関係） 

いつくしみの杜使用許可申請書 

年  月  日 

（宛先）いつくしみの杜指定管理者 

住 所                

申請者 氏 名                  

電 話  

  次のとおりいつくしみの杜を使用したいので申請します。 

火 葬 炉

人 体 年  月  日   時  分 着 

産汚物                     個 

霊 安 室 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

待 合 室
年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

                            室 

葬 儀 式 場 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

霊柩自動車 
辻 特別車 

辻 普通車 

時 間   年  月  日  時  分ごろ

場 所
津市                 から 

 津市                 まで 

死 亡 者

氏 名

区 分
辻市内居住者 辻市外居住者（死産児の場合は、父又は母の住所） 

辻大人    辻小人    辻死産児 

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名 



第２号様式その２（第５条関係） 

いつくしみの杜使用許可申請書 

年  月  日 

（宛先）いつくしみの杜指定管理者 

住 所                

 申請者 氏 名                  

電 話  

次のとおりいつくしみの杜を使用したいので申請します。 

動物の種類 

１ 犬            体 （30キログラム以上 ・ 30キログラム未満） 

  ２ 猫            体 （30キログラム以上 ・ 30キログラム未満） 

  ３ その他（      ）  体 （30キログラム以上 ・ 30キログラム未満） 

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名 



第３号様式その１（第６条、第７条関係） 

いつくしみの杜使用許可書 

年  月  日 

（氏   名） 様 

                         いつくしみの杜指定管理者 

年  月  日付けで申請のあったいつくしみの杜の使用について、津市斎 

場の設置及び管理に関する条例第１４条第１項の規定により、次のとおり許可します。 

火 葬 炉

人 体 年  月  日   時  分 着 

産汚物                     個 

霊 安 室 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

待 合 室
年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

                            室 

葬 儀 式 場 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

霊柩自動車 
辻 特別車 

辻 普通車 

時 間   年  月  日  時  分ごろ

場 所
津市                 から 

 津市                 まで 

死 亡 者

氏 名

区 分
辻市内居住者 辻市外居住者（死産児の場合は、父又は母の住所） 

辻大人    辻小人    辻死産児 

印



第３号様式その２（第６条、第７条関係） 

いつくしみの杜使用許可書 

年  月  日 

（氏   名） 様 

                         いつくしみの杜指定管理者  

年  月  日付けで申請のあったいつくしみの杜の使用について、津市斎 

場の設置及び管理に関する条例第１４条第１項の規定により、次のとおり許可します。 

動物の種類 

１ 犬            体 （30キログラム以上 ・ 30キログラム未満） 

  ２ 猫            体 （30キログラム以上 ・ 30キログラム未満） 

  ３ その他（      ）  体 （30キログラム以上 ・ 30キログラム未満） 

印



第４号様式（第７条関係） 

いつくしみの杜使用許可取消届 

年  月  日 

（宛先）いつくしみの杜指定管理者 

住 所                

    申請者 氏 名                  

電 話  

  次のとおりいつくしみの杜の使用許可の取消しを受けたいので、許可書を添えて届け 

出ます。 

取消しに係

る施設等及

び使用日時 

火 葬 炉

人 体 年  月  日   時  分 着 

産汚物                                   個 

動 物 炉

１ 犬  体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

２ 猫  体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

３ その他（     ） 

     体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

霊 安 室 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

待 合 室
年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

                           室 

葬儀式場 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

霊柩自動

車 

辻 特別車 

辻 普通車 

時 間 年 月 日  時  分ごろ 

場 所
津市           から 

 津市           まで 

使用許可年

月日 

取消しを受

けようとす

る理由 

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名 



第５号様式（第８条関係） 

いつくしみの杜使用料減免申請書 

年  月  日  

（宛先）津市長 

住 所                

   申請者 氏 名                  

電 話  

 次のとおりいつくしみの杜の使用料の
減 額

免 除
を受けたいので申請します。 

使用する

施設等及

び使用日

時 

火 葬 炉

人 体 年  月  日   時  分 着 

産汚物                                   個 

動 物 炉

１ 犬  体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

２ 猫  体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

３ その他（     ） 

     体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

霊 安 室 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

待 合 室
年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

                           室 

葬 儀 式 場 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

霊柩自動車 
辻 特別車 

辻 普通車 

時 間 年 月 日  時  分ごろ 

場 所
津市           から 

 津市           まで 

減免申請 

の理由 

死 亡 者

氏 名

区 分
辻市内居住者 辻市外居住者（死産児の場合は、父又は母の住所） 

辻大人    辻小人    辻死産児 

  ※ 次の欄は、記入しないでください。 

利 用 料 金 減 免 率 減 免 金 額 差引利用料金 備  考 

          円      ％       円       円 

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名 



第６号様式（第９条関係） 

いつくしみの杜使用料還付申請書 

年  月  日 

（宛先）津市長 

住 所                

    申請者 氏 名                  

電 話 

  次のとおりいつくしみの杜の使用料の還付を受けたいので申請します。 

還付対象

となる施

設等及び

使用日時 

火 葬 炉

人 体 年  月  日   時  分 着 

産汚物                                   個 

動 物 炉

１ 犬  体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

２ 猫  体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

３ その他（     ） 

     体（３０キログラム以上・３０キログラム未満） 

霊 安 室 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

待 合 室
年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

                           室 

葬 儀 式 場 年  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

霊柩自動車 
辻 特別車 

辻 普通車 

時 間 年 月 日  時  分ごろ 

場 所
津市           から 

 津市           まで 

還付申請 

の理由 

死 亡 者

氏 名

区 分
辻市内居住者 辻市外居住者（死産児の場合は、父又は母の住所） 

辻大人    辻小人    辻死産児 

※ 次の欄は、記入しないでください。 

納 付 金 額 還 付 金 額 備   考 

          円            円 

法人その他の団体にあっては、主たる事
務所又は事業所の所在地、名称及び代表
者の氏名 



津市情報公開・個人情報保護審査会に関する規則をここに公布する。 

  平成２６年１２月２５日 

                   津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第４８号 

津市情報公開・個人情報保護審査会に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、津市情報公開・個人情報保護審査会の運営及び調査審議

の手続に関する事項を除くほか、同審査会について、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （意見聴取） 

第２条 特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人情報保護委

員会規則第１号）第７条第４項の規定による意見の聴取は、同項の規定に基

づき、津市情報公開・個人情報保護審査会において点検を受けることにより

これを行うものとする。 

 （委任） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



津市会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  平成２６年１２月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第４９号 

   津市会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市会館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第５４

号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

「 

「 

第２号様式を次のように改める。 

大会議室 和 室 小会議室 を

」

大会議室 小会議室 和室 実習室 

研修室１ 研修室２ 研修室３  
」

に改める。 



第２号様式（第６条－第８条関係） 

会館使用（使用変更）許可書 

津市指令（記号番号） 

年  月  日  

  （氏 名） 様 

                         津市長 （氏 名） 印   

      年  月  日付けで申請のあった津市（名称）会館の     について、 

次のとおり許可します。 

使 用 目 的

使 用 日 時      年  月  日（  曜）
午   時  分から 

午   時  分まで 

使 用 室
大会議室 小会議室 和室 実習室 

研修室１ 研修室２ 研修室３ 

冷暖房設備の使用  有 ・ 無 

使 用 人 員 人     

許 可 条 件

１ 許可なくして物品の販売、募金等は行わないこと。 

２ 準備と後始末は使用者ですること。 

３ 火気は特に気を付けること。 

４ 備品等は丁寧に取り扱うこと。 

５ 飲酒はしないこと。 

６ 他の人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。 

使  用 

使用変更 



第３号様式から第５号様式までの規定中「あて先」を「宛先」に、 

「 

「 

附 則 

 この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

大会議室 小会議室 和室（ ）  

実習室 
」

を

大会議室 小会議室 和室 実習室  

研修室１ 研修室２ 研修室３ 
」

に改める。 



 津市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年１２月２６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５０号 

   津市公印規則の一部を改正する規則 

 津市公印規則（平成１８年津市規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

休日 

応急 

・夜 

間こ 

ども 

応急 

クリ 

ニッ 

ク印 

てん書 方21 一般 休日応急 

・夜間こ 

ども応急 

クリニッ 

ク所長 

１ 

斎場

管理

者印 

れい書 方21 火葬許可証

に押印する

火葬を行っ

た旨の認証

用 

斎場長 ３ 

療育 

セン 

ター 

館長 

印  

れい書 方18 一般 療育セン 

ター館長 

１ 

を 

津市斎場 

管 理 者 

印 ○ ○ 

津
市
休
日
応
急

・

夜

間

こ

ど

も

応

急

ク

リ

ニ

ッ

ク

之

印

津市療育 

センター 

館 長 印 

「 

」 



休日 

応急 

・夜 

間こ 

ども 

応急 

クリ 

ニッ 

ク印 

てん書 方21 一般 休日応急 

・夜間こ 

ども応急 

クリニッ 

ク所長 

１ 

療育 

セン 

ター 

館長 

印  

れい書 方18 一般 療育セン 

ター館長 

１ 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

津
市
休
日
応
急

・

夜

間

こ

ど

も

応

急

ク

リ

ニ

ッ

ク

之

印

津市療育 

センター 

館 長 印 

「 

」 



津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。   

平成２６年１２月２６日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第５１号 

   津市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市国民健康保険条例施行規則（平成１８年津市規則第１１３号）の一部を

次のように改正する。 

 第２８条第１項中「３万円」を「１万６，０００円」に改める。 

附 則 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

２ 改正後の第２８条第１項の規定は、この規則の施行の日以後の出産につい 

 て適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 



 津市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年１２月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第５２号 

   津市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項第４号の表中「住民窓口担当」を「住民窓口担当 斎場担当」

に改め、同条第３項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１５

号までを１号ずつ繰り上げる。 

 別表第１市民部の表市民課の部企画管理担当の項中第２号を削り、第３号を

第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同項第７号中「（新

斎場建設推進室を含む。）」を削り、同号を同項第６号とし、同部に次のよう

に加える。 

斎場担当 斎場に関すること。 

 別表第３市民部市民課の表を削る。 

附 則 

 この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 



津市訓令第５号

庁中一般 

出先機関 

 津市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成２６年１２月２６日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市事務専決規程の一部を改正する訓令

津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。

別表第２個別専決事項の表市民部の表市民課の項中

 ４ 戸籍法（昭和２２年

法律第２２４号）、住

民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）そ

の他の関係法令に基づ

く告知及び催告に関す

ること。 

○     

を

 ４ 戸籍法（昭和２２年

法律第２２４号）、住

民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）そ

の他の関係法令に基づ

く告知及び催告に関す

ること。 

○     

 ５ 斎場の管理、運営等

に係る指導、監督等に

関すること。 

 軽 易

な も

の 

や や

重 要

な も

の 

重 要

な も

の 

特 に

重 要

な も

の 

に改める。

別表第４個別専決事項の表市民部市民課の表を削る。

「

「

」

」



   附 則

 この訓令は、平成２７年１月１日から施行する。



津市告示第２６２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年１２月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

５５２４ 半田垂水第１号線 

津市半田字奥中面 3249

番 37 地先から 平成２６年 

津市垂水字西焼尾 2577

番 1 地先まで 

１２月１９日 



津市告示第２６３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項の規定に基づき撤去し、

保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとお

り告示する。 

 平成２６年１２月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２６年１２月 １日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１２月 １日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１２月 １日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１２月 １日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１２月 ４日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１２月 ４日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２６年１２月 ５日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１２月 ８日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１２月 ９日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年１２月１２日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年１２月１５日

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２６４号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１２月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○ 

平成２５年度４期市民

税・県民税督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２６５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年１２月２２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ４５９６ 三行大門２号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市河芸町字大門 62 番 2 地先から 

津市河芸町字大門 4 番 1 地先まで 
旧 5.2～10.5 462.8 

津市河芸町字大門 62 番 1 地先から 

津市河芸町字大門 4 番 1 地先まで 
新 5.2～10.5 524.8 



津市告示第２６６号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年１２月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０５９５２８０ 平成２６年１０月１日 平成２６年１２月２日

９２３４３９６ 平成２６年１０月１日 平成２６年１２月８日

９２３８０７１ 平成２６年１０月１日 平成２６年１２月１１日
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4



5
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48

30 45

29
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286,521 290,500 291,600 290,000

42,176 40,000 38,800 37,600

14.7% 13.8% 13.3% 13.0%

189,446 188,300 184,600 177,600

66.1% 64.8% 63.3% 61.2%

54,869 62,200 68,200 74,800

19.2% 21.4% 23.4% 25.8%

102,795 109,600 115,700 121,300

2.79 2.65 2.52 2.39

292,776 296,700 301,000 305,900

145,088 147,100 149,100 151,700

5,648 5,200 4,700 4,300

3.9% 3.5% 3.2% 2.8%

42,990 43,600 44,200 45,000

29.6% 29.6% 29.6% 29.7%

95,652 98,100 99,900 102,100

65.9% 66.7% 67.0% 67.3%
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津市告示第２６８号 

 平成２６年度津市一般廃棄物処理実施計画を変更したので、津市廃棄物の減

量及び処理等に関する条例（平成１８年津市条例第１４４号）第１０条第２項

の規定に基づき、次のとおり告示する。  

  平成２６年１２月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   



平成２６年度津市一般廃棄物処理実施計画 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び津市廃棄物の減量及び処理等に関す

る条例の規定に基づく、津市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。

１ 計画期間

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

２ 計画区域

津市全域

３ 排出量の見込み         〔ごみ（ｔ）、し尿・浄化槽汚泥（ｋｌ）〕

家庭系ごみ 
事業系 

ごみ ごみ計 し尿 
浄化槽 

汚泥 
可燃 不燃 資源 可燃 

26年度計画 50,317 6,996 14,524 31,972 104,165 20,000 67,000

25年度実績 51,125 7,112 14,336 33,224 105,797 20,418 67,489

４ 排出の抑制

 市民の役割  

   市民の役割としては、自らがごみの排出者であることの自覚を持ち、ご

みを減らし、ごみを出さない工夫を行うことが求められる。 

 事業者の役割  

   事業者の役割としては、ごみの発生抑制・減量化に努め、事業活動に伴

って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが求められる。

   また、再生しやすい商品の開発や販売を行うとともに、積極的な資源回

収への協力を行うことが求められる。

 行政の役割  

   行政の役割としては、ごみ「ゼロ」社会に向けた行動を率先して行うと

ともに、市内における循環型社会の形成を推進するために必要な施策の展

開、啓発等を行うことが求められる。

 市民・事業者・行政の協働取組  

   市民（ＮＰＯ法人等の各種団体を含む）・事業者・行政の３者が一体とな

って相互に協力・連携を図り、ごみゼロ社会に向けて３Ｒを推進する。 



５ 分別の区分と処理方法

分別区分 処理方法 
処理施設等 

一次処理 二次処理 

燃やせるごみ 焼却

西部クリーンセンター
民間事業者によ

る資源化
クリーンセンターおおたか

燃やせないごみ 埋立 白銀環境清掃センター

―

蛍光管・乾電池 リサイクル 処理委託

新聞

リサイクル 売却

雑誌

ダンボール

飲料用紙パック

衣類・布類

ペットボトル

圧縮・梱包

白銀環境清掃センター

指定法人へ引渡
容器包装

プラスチック

その他

プラスチック
埋立 ―

金属 破砕・選別 売却

びん 選別 指定法人へ引渡



６ 排出方法と収集回数

ごみの分別区分 ごみの出し方 収集回数 収集運搬主体 

燃やせるごみ 透明または半透明の袋 週２回 市・委託業者

燃やせないごみ

透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま）

月１回 市・委託業者

蛍光管・乾電池

（蛍光管）蛍光管が入っ

ていた箱等

（乾電池）透明または半

透明の袋

月１回 市・委託業者

容器包装

プラスチック
透明または半透明の袋 週１回 市・委託業者

その他

プラスチック
透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま）

月１回 市・委託業者

金属 月２回 市・委託業者

新聞

品目別に束ねて、ひもで

十文字に縛る

月１回 市・委託業者

雑誌 月１回 市・委託業者

ダンボール 月１回 市・委託業者

飲料用紙パック 月１回 市・委託業者

衣類・布類

透明または半透明の袋

月１回 市・委託業者

ペットボトル 月１回 市・委託業者

びん 月１回 市・委託業者

※事業系一般廃棄物については、家庭系ごみに準じて分別し、事業者自らまた

は許可業者により収集運搬を行う。

 死亡獣等は、死亡場所の管理者等が死亡獣等焼却処理場へ収集運搬し、市が

焼却処理する。（ただし、平成２７年１月２日から）



７ エコ・ステーション

  資源のリサイクルを図るため「エコ・ステーション」を設置する。

施設名 搬入可能日時 搬入可能品目 

明神リサイクルストッ

クヤード

水曜日、土曜日、日曜日

（12/29～1/3 を除く）

午前８時３０分～

午後４時３０分

新聞、雑誌、ダンボール、

飲料用紙パック、衣類・

布類、びん、ペットボト

ル、小型電子機器、パソ

コン、容器包装プラスチ

ック、その他プラスチッ

ク

西部クリーンセンター

月曜日～金曜日、日曜日

（祝日、12/31～1/3 を除く）

午前９時～午後０時、

午後１時～午後４時

新聞、雑誌、ダンボール、

飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小

型電子機器、パソコン

河芸エコ・ステーショ

ン

火・木・土・日曜日

12/29、12/30

（12/31～1/3 を除く）

午前８時３０分～

午後４時３０分

（12/30 は午後０時まで）

香良洲エコ・ステーシ

ョン

月・火・木～日曜日

12/29、12/30

（12/31～1/3 を除く）

午前７時３０分～午後０時、

午後１時３０分～

午後４時４５分

（12/30 は午後０時まで）

津中央エコ・ステーシ

ョン

土・日曜日、12/29、12/30

（津まつりなどの開催時、

12/31～1/3 を除く）

午前９時～午後３時

（12/30 は午後０時まで）



一志エコ・ステーショ

ン

土・日曜日、12/29、12/30

（イベント開催時、12/31～

1/3 を除く）

午前９時～午後３時

（12/30 は午後０時まで）

８ 処理施設の状況

可燃系ごみ処理施設

施設名 処理方式等 処理能力 

西部クリーンセンター 連続焼却式焼却炉 ２４０ｔ/２４時間

クリーンセンターおおたか 連続焼却式焼却炉 １９５ｔ/２４時間

  不燃系・資源系ごみ処理施設

施設名 処理方式等 処理能力 

白銀環境清掃センター 

ハンマーシュレッダー縦型

破砕機 
７５ｔ/日 

びん３色機械選別機 ３０ｔ/日 

ペットボトル圧縮減容、梱

包設備 
１２．５ｔ/日 

プラスチック圧縮減容、梱

包設備 
３４ｔ/日 

管理型最終処分場 
計画埋立容量 

1,570,000  

  し尿処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

安芸・津衛生センター
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理
１８８ｋｌ/日

クリーンセンターくもず
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理
１４０ｋｌ/日

※し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、区域指定された許可業者により行う。



津市公告第１８１号

 津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事業に係る事業計画を変更しました

ので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において

準用する同条第９項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２６年１２月１６日

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 施行者の名称  

  津市

２ 事業施行期間

  平成８年３月１４日から平成３１年３月３１日まで

３ 施行地区

津市栄町三丁目、栄町四丁目、上浜町一丁目及び羽所町の各一部 

４ 土地区画整理事業の名称  

  津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事業

５ 事務所所在地

  津市上浜町一丁目３９番地２

６ 事業計画の決定年月日

平成８年３月１４日

７ 変更の年月日

平成２６年１２月１６日



津市公告第１８２号

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条

第１項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しよ

うとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第４項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域

整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することがで

きます。（当該農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告します。）

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振

興地域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３

項の規定により、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に異議申立てをすることができます。

  平成２６年１２月１６日

 津市長  前 葉 泰 幸  

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間

  期間 平成２６年１２月１６日から平成２７年１月１５日まで

時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土・日及び国民

  の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除
く。）

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申

出先

津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階）

  〒５１４－８６１１

  津市西丸之内２３番１号

  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８

  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法、提出に当たっての留意事項

  意見は書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送又はファクシミ  



リ、電子メールにより受け付けます。

  津市の定める様式に住所、氏名、電話番号（法人にあっては、その名称、

代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号）を記載してください。

４ 異議の申出方法、申出に当たっての留意事項

  申出は、書面（任意様式）によるものとし、申出先に直接持参するか、郵

送により申出してください。



津市公告第１８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１２月１６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年１２月４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市長岡町字小山田544番3の一部、同所字宮之前327番1ほか19筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市中央町551番地8

  株式会社三重総合コンサルタント 

  代表取締役 大石 旭 



津市公告第１８４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１２月１８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年１２月１２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市半田字奥青谷3417番2ほか2筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市半田3420番地の1

  奥山 隆三郎 



津市公告第１８５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１２月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年１２月１７日

２ 抑留期間 平成２６年１２月２５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市白山町

二本木 
柴 茶 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１８６号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２６年１２月２５日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

１ 採用職 

教授 

２ 専門分野 

栄養学 

３ 担当科目 

栄養学・栄養学実験、生化学・生化学実験及び関連科目 

４ 採用人員 

１名 

５ 応募資格 

以下の 及び の条件を満たし、かつ 又は に該当する者。

 博士の学位を有する者。 

 担当予定科目の教育内容に関して、５年以上の教育研究歴を有する者。 

 採用時に、大学において教授として１年以上の経歴がある者、又は准教

授として５年以上の経歴があり、教育及び研究上の業績がある者。 

 大学以外の教育研究機関等においては、 に準ずる研究上の業績があり、

教育上の識見を有する者。 

６ 採用時期 

平成２７年４月１日（予定） 

７ 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

平成２７年１月３０日（金）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

平成２７年２月２１日（土）（面接者には２月１２日(木)若しくは２月１３

日（金）にメールで連絡します。交通費は支給しません。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 



 教育研究業績書 

 主要な著書、論文等の別刷り、又はその写し５点以内 

 研究業績のうち当該担当科目に関する主要なもの３点の概要（各 800 字

程度） 

 教育・研究に関する抱負（1,000 字程度） 

 最終学歴を証明する書類（学位記の写し可） 

＊ 推薦状がある場合は添付してください。 

＊  の教育研究業績書は指定の様式を使用してください。 

（本学ホームページ（http://www.tsu-cc.ac.jp）よりダウンロード可） 

11 選考方法 

本学教授会において審議のうえ決定します。 

12 その他 

採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に「栄養学専任教員応募書類在中」と朱書きしてください。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

Ｅ-ｍａｉｌ 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌとします。) 



津市教育委員会告示第１７号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年１２月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 石 井 雅 子

１ 招集の日時 平成２６年１２月２４日（水） 午後２時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）津市通学区域審議会委員の委嘱替え等について 

（２）「大宝院所蔵文書」の津市指定文化財の指定について



津市教育委員会告示第１８号 

 津市文化財保護条例（平成１８年津市条例第２４５号）第５条第１項の規定

により、津市指定有形文化財に指定するので、同条第４項の規定に基づき、次

のとおり告示する。 

  平成２６年１２月２５日 

               津市教育委員会委員長 石 井 雅 子   

種 別  有形文化財（古文書） 

名 称  大宝院所蔵文書 

員 数  ５１通３冊 

所在地  津市大門３２番１９号 

所有者  大宝院 代表役員 岩鶴 密雄 


